
 令和６年４月１日 

 

保護者の皆様へ                                            

 

                            沖縄県立那覇国際高等学校長  

（公印省略） 

 

令和６年４月～令和６年６月までの 

高等学校等就学支援金（家計急変申請）の申請第１次審査の手続きについて 

 

 高等学校等就学支援金制度は、国による授業料の支援制度です。 

 支援を受けるには、必ず申請を行う必要がありますので、下記のとおり書類を提出してくださ

い。なお、就学支援金は、学校設置者が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺されるため、

生徒や保護者が直接受け取るものではありません。 

 なお、家計急変申請は、2段階審査となっており、今回の案内は第１次審査（家計急変事由

の審査）となります。第 2次審査については、第 1次審査の結果通知と一緒に案内いたしま

す。 

 

記 

 

１ 提出書類 

① 様式 1-1（受給資格認定申請） ※事務室にて受取り 

② 様式 1-3  ※事務室にて受取り 

※【３．家計急変事由について】を記載すること 

③ 別紙チェックリスト① 

④ 家計急変事由の内容を証明する書類 

    ※「家計急変事由対象一覧」をご確認ください。 

 

２ 提出期限   令和６年４月２２日（月） 

 

３ 提 出 先   那覇国際高校 事務室 担当：楚南  

         ※個人情報保護のため、封筒に封をして提出して下さい。 

 

４ 留意事項 

  下記の場合は、授業料を納めていただくことになります。 

  (1) 正当な理由がなく提出期限までに書類の提出が無い 

  (2) 保護者(親権者)等の「市町村民税の課税標準額に相当する額×６％－市町村民税の調

整控除額に相当する金額」の合計が 154,500円以上である 

    

                ＜問い合わせ先＞  那覇国際高校事務室  担当者  楚南  TEL：098-860-5931 


